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　松江宿泊所【サンラポーむらくも】（島根県）は、空調設備等の改修工事のため、
11 月 1 日（木）から平成 31 年 2 月 28 日（木）まで休館となります。

　なお、休館期間中も宿泊等のご予約及びご相談を承ります。
TEL　0852-21-2670　（従来と同じ）　　FAX　0852-27-8605　（従来と同じ）
URL　http://www.sunrapport-murakumo.com

歯周病は、生活習慣病の発症と深い関係があります！
歯周病は、痛みを感じることなく進行する厄介な病気で、抜歯原因の第 1 位！
また、糖尿病や心筋梗塞などの生活習慣病の発症との関連性が証明されたため、歯科口腔機能を維
持することは健康な生活を送る上で欠かせません。
この機会に、ぜひ、ご自身のお口の健康をチェックしてみましょう！
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お問い合わせ
給付班　043-223-4118退職後の健康保険制度のご案内

10

平成29年12月11日（月）必着  （期限にかかわらず、早めの提出をお願いします。）

　一部繰上償還は、借受人の希望により、貸付金の一部を繰り上げて返済することができる制度です。元金が減る
と、利息の負担も少なくなります。自己資金を把握して計画的に申込みましょう。

●申出書は、所属所保管の「貸付事務の手引き」からコピーするか、当支部ホームページからダウンロードして 
使用してください。
●一部繰上償還できる金額は、毎月償還のみの場合10万円以上、ボーナス併用償還の場合20万円以上で、1円
単位となります。

　貸付金の全額を繰り上げて返済することのできる全額繰上償還は、6・8・9・10・12・2・3月に実施します。全額
繰上償還を希望する月の前月10 と」書出申還償上繰額全「、にでま日 82円切手１枚を提出してください。

繰上償還についての詳細は、所属所保管の平成26年10月22日付け公立千第226号「繰上償還申込みに
おける留意点について(通知)」及び「貸付事務の手引き」22～32ページをご覧ください。

申出締切日

　「一部繰上償還申出書（様式第11号）」を作成し、82円切手2枚を添付の上、郵送又は持参し
）。いさだくてしを管保で属所、りとをえ控ず必はに際の出提（。いさだくて

申出方法

手続きの流れ（1月一部繰上償還）

全額繰上償還について

支部へ申出書を提出
（12月11日支部必着）

支部から所属へ
振込用紙を送付
（12月下旬）

各自、金融機関にて振込み
（1月1日～1月16日まで）

お問い合わせ
経理・貸付班 043-223-4122一部繰上償還を実施します 実施は1月と7月のみ年に2回のチャンスです！

　退職後の健康保険はお決まりですか？今お持ちの共済組合員証は、退職の翌日から使用できません。
　再就職する、家族の被扶養者になる、公立学校共済組合の任意継続組合員になるなど、それぞれの生活に応じ
た健康保険に加入することになります。退職する前に、退職後に加入する健康保険を確認しておきましょう。

〈任意継続組合員制度について〉
　退職日まで引き続き1年と1日以上組合員だった方は、任意継続組合員になることを申し出ることに
より、退職後2年間、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
　なお、任意継続組合員になるためには、退職の日から20日以内に申し出て、掛金を納入することが必
要です。詳細については、退職予定者向け冊子「ゆとり」をご覧ください。

退　職

再就職をしなかった場合 再就職をした場合

健康保険に
加入する

（民間企業等）

公立学校共済
組合に加入する

（再任用フルタイム）

国民健康
保険に

加入する

家族の
被扶養者に

なる

任意継続
組合員に

なる

健康保険や共済組合の
加入条件に満たない場合
（再任用ハーフタイムや

アルバイトなど）

お問い合わせ
給付班 043-223-4118退職後の健康保険制度のご案内 次
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®

公立共済やすらぎの宿　休館のお知らせ

歯科口腔健康診査の補助事業を実施しています。対象者には、所属所を通じて、ガム付きの自己判定セット
及び受診券を配布済みです。受診券の利用期限は 2/28 までです。お早めに受診しましょう。

なお、受診券は健診を受診する際、医療機関に必ず提出してください。（受診券がない場合、補助が受けられ
ません。）

《対 象 者》25 歳・35 歳・45 歳・55 歳・59 歳の組合員本人（平成 30 年 4 月 1 日現在）
　　　　　※年度途中で組合員資格を取得した対象年齢の組合員は、厚生班までご連絡ください。

《健診内容》①自己判定セットを使用したセルフチェック（咀嚼力及び口腔状態等の確認）
②協力歯科医院の受診による健診（歯及び口腔粘膜等の検査・ブラッシング指導・口腔機能等の

相談及び保健指導・歯面付着物の除去※歯石除去とは異なります）

お問い合わせ
厚生班　043-223-4121歯科口腔健康診査の補助は 2/28 まで！


